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船舶事故調査報告書 

 

                             令和６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年３月３１日 １３時３８分ごろ 

発生場所 長崎県島原市島原港東方沖 

 島原港防波堤灯台から真方位１１３°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４５.０′ 東経１３０°２５.０′） 

事故の概要  漁船愛宕
あ た ご

丸は、北進中、また、プレジャーボート裕慎
ゆうしん

丸は、南西進

中、両船が衝突した。 

 裕慎丸は、同乗者３人及び船長Ｂが軽傷を負い、船体中央部オーニ

ングの支柱に折損等を生じ、また、愛宕丸は、船首部外板に擦過傷を

生じた。 

事故調査の経過  令和６年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 愛宕丸、３.８トン 

ＫＭ３－４７０１２（漁船登録番号）、個人所有 

１０.６５ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４７.００kＷ、昭和６２年４月２５日 

第２９３－４２７７９号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 
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写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ プレジャーボート 裕慎丸、１.５トン 

２９０－２５９７３熊本、個人所有 

８.０５ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４.５０kＷ、昭和５９年８月 

（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４０歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２１年７月１３日 

免許証交付日 令和３年８月３０日 
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（令和９年３月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 令和２年７月１７日 

免許証交付日 令和２年７月１７日 

（令和７年７月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ４人（同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３及び船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船体中央部オーニングの支柱に折損、操舵室前面窓に破損等（写

真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮高 約３.１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

   潮流 南流０.５kn～１.０kn 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び作業員１人が乗り組み、たちうお一本釣り漁の

目的で、島原港東方沖の漁場に向け、令和６年３月３１日０９時００

分ごろ熊本県玉名市大 正 開
たいしょうびらき

漁港を出発した。 

 Ａ船の行う漁は、魚群に対して潮流の上流側から釣りを始め、潮流

に流されながら魚群の上方を通過し、魚群の下流側に抜けたのち、再

び魚群の上流側に移動すること（いわゆる「潮上り」）を繰り返すも

のであった。 

 船長Ａは、漁場に到着し、漁場に１００隻を超える漁船、遊漁船、

プレジャーボート等による集団が形成されており、集団が北方から南

方に流されながら釣りをしていたので、集団の北側から集団に混じ

り、魚群探知機で魚群の様子を見ながら、漁を始めた。 
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 船長Ａは、潮上りを繰り返しながら漁を行い、再び魚群を外れたの

で、反時計回りに集団の北側に向かうこととし、操舵室左舷側の舵輪

の後方に立ち、手動操舵によって操船に当たり、作業員と釣果につい

て会話をしながら、集団を離れて大きく左転して約７ノットの対地速

力で北進を始めた。（写真４～写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ａ船の操舵室     写真５ 船長Ａの操船状況 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ａ船の船首方の見通し 

 

 船長Ａは、集団の北側まで行かなくても、集団に隙間が空いていた

ら、そこから集団に入ろうと思い、左舷側の漁船等の集団に意識を向

けて航行していたところ、船首方にいたＢ船に気付かず、そのまま航

行を続け、１３時３８分ごろＡ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝

突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

集団 

Ｂ船 

Ａ船 

※船長Ａの口述による

Ａ船の航行経路 
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 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人３人（以下「同乗者Ｂ１」、

「同乗者Ｂ２」及び「同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、釣りの目的で、

島原港東方沖の釣り場に向け、０８時３０分ごろ熊本県熊本市熊本港

の定係地を出発した。 

 Ｂ船は、釣り場に到着したのち、Ａ船と同様に潮上りを繰り返しな

ら釣りを行い、船長Ｂが操舵室右舷側の舵輪の後方に立ち、手動操舵

によって操船に当たり、潮上りをしたのち、集団から少し外れた北東

方沖で船首を南西に向け、主機を僅かに前進運転とし、極低速で南西

進を始めた。（写真７、写真８参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ Ｂ船の操舵室     写真８ 船長Ｂの操船状況 

 

 Ｂ船は、同乗者Ｂ１が操舵室の左舷側で魚群探知機能付きＧＰＳプ

ロッターを魚群探知画面として魚群の探索に当たり、同乗者Ｂ２及び

同乗者Ｂ３が船首甲板で釣りの準備を始めた。 

 船長Ｂは、左舷船首方約３０ｍに接近するＡ船を認め、Ａ船の船首

がＢ船のやや船尾方に向いているように見えたので、Ａ船が右転して

Ｂ船の左舷方を通過し、集団の北側に向かうと思い、様子を見ながら

極低速で南西進を続けていたところ、左舷船首方約１５ｍでＡ船が右

転しないので危険を感じ、同乗者と共に大声を上げたものの、Ｂ船と

Ａ船とが衝突した。 

 同乗者Ｂ１は、落水したものの、船長Ｂが気絶していたので、同乗

者Ｂ２及び同乗者Ｂ３によって船上に引き揚げられた。 

 船長Ａは、衝撃を感じて衝突に気付き、Ｂ船に接舷して状況を確認

したのち、１１８番通報を行った。 

 Ａ船及びＢ船は、到着した巡視艇から調査を受け、それぞれ自走し

て帰航した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３は打撲等の、船長Ｂは切創等

の軽傷をそれぞれ負った。 

 船長Ａは、約１５年の船長経験を有し、時期により、刺し網、採介

藻及び一本釣り漁に従事しており、本事故当時、飲酒はしておらず、

健康状態は良好であった。 

 船長Ｂは、小型船舶操縦免許証を取得したのち、月に３、４回乗船
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して釣りを行っており、本事故当時、飲酒はしておらず、健康状態は

良好であった。 

 Ｂ船は、汽笛を備えておらず、有効な音響による信号を行うことが

できる手段を講じていなかった。 

Ｂ船は、スパンカーを備えていたものの、本事故当時、ロープの不

具合により展張していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、島原港東方沖において潮上りしながら北進中、船長Ａが、

漁船等の集団に隙間が空いていたら、そこから集団に入ろうと思い、

左舷側の漁船等の集団に意識を向け、見張りを適切に行っていなかっ

たことから、船首方にいたＢ船に気付かず、そのまま航行を続け、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、島原港東方沖において潮上りを終えて極低速で南西進中、

船長Ｂが、左舷船首方に接近するＡ船を認めたものの、Ａ船が右転し

てＢ船の左舷方を通過し、集団の北側に向かうと思い、様子を見なが

ら極低速で南西進を続け、衝突を避けるための措置を採らなかったこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船に汽笛を備えておらず、有効な音響による信号を行

うことができる手段を講じていなかったことから、接近するＡ船を認

めた際、適切な警告信号を行うことができなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、島原港東方沖において、１００隻を超える漁船等の集団

が潮上りを繰り返している状況下、Ａ船が潮上りしながら北進中、Ｂ

船が潮上りを終えて極低速で南西進中、船長Ａが、見張りを適切に 

行っていなかったため、Ｂ船に気付かず、また、船長Ｂが、接近する

Ａ船を認めたものの、衝突を避けるための措置を採らなかったため、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の操縦者は、航行中、一方向を見ることにとらわれず、

常に全周を見渡し、見張りを適切に行うこと。 

・小型船舶の操縦者は、接近する他船を認めた場合、有効な音響に

よる信号を行うことができる手段により他船に警告信号を行い、

更に他船が接近するときには自らが移動するなど、衝突を避ける

ための措置を採ること。 

・小型船舶の操縦者は、汽笛を備えない小型船舶に乗船する場合、

呼子笛、ガスホーンなど、有効な音響による信号を行うことがで
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きる手段を講じておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正開漁港 

熊本港 

玉名市 

熊本県 

熊本市 

長崎県 

島原市 

長崎県 

事故発生場所 

（令和６年３月３１日 

 １３時３８分ごろ発生） 


